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日本―インドネシア税務交流会の活動へのご支援のお願い


本会は、インドネシア国税総局の理解、支援、協力により創設されましたが、実際に活動を進めて行くにあたっては、インドネシア税務に関わりをもつ日系企業、会計士・税理士等専門家の皆様のご協力、ご支援が不可欠です。本会の趣旨にご賛同いただける方は会員登録をしていただき、会費をご負担いただくことによるご支援をお願いいたします。
会員資格は、以下のとおり賛助会員と特別賛助会員の２種類があります。いずれかをご選択いただき、別紙の「賛助会員登録申込書」に必要事項を記載して、本会事務局宛てeメール、郵送又はFAXでお送りください。折り返し会費納付のご案内をお送りいたします。
なお、会員は原則として一つの企業グループごとに一社とし、原則として日本親会社としますが、日本に親会社等がない場合やインドネシア法人を会員として登録することを希望される場合は、インドネシア法人が単独でお申し込みください。


（会員区分）
	会員区分
	対　象　企　業
	年会費（＊）

	賛助会員
	・インドネシアで活動する日系企業のグループ（会計事務所等アドバイザリーファームは除く）
・今後行われる本会とインドネシア租税総局との共催セミナーの開催案内の個別送付、会場に入場数制限のある場合の優先入場と座席の確保、セミナー資料の提供、会員向けに限定した情報提供などを行います。
	10万円

	特別賛助
会員
	・会計事務所等アドバイザリーファーム及び特別に本会の趣旨に賛同していただける日系企業又は個人の方
・一般会員に提供する情報等のほか、本会の専門家グループやインドネシア国税総局との交流の機会を提供します。
	30万円


（＊）各年4月から翌年3月までの年会費の金額です。年の途中に入会された場合、初年度会費として、4－9月の入会は年会費と同額、10月ー3月の入会は賛助会員5万円、特別賛助会員15万円となります。初年度会費の本会口座入金日をもって入会日といたします。

（ご留意いただきたい点）
本会は個別企業の税務問題の解決を直接の目的とするものではなく、インドネシア国税総局と税務問題の解決策について意見交換等を行う場合には、あくまでも本会の活動の一環として、一般論としての解決策についての議論という形で行うことになります。その点に十分ご留意いただいたうえで申し込まれるようお願いいたします。


日本―インドネシア税務交流会　賛助会員登録申込書

当社（私）は、日本―インドネシア税務交流会に賛助会員として以下のとおり参加・申込を希望します。　
申込日付　20　　年　　月　　日

１．賛助会員登録者の情報
	
	賛助会員
（原則日本法人、インドネシア法人・個人も可）
	
左記が日本法人である場合の
インドネシア法人　（注）

	１．会員正式名称

	


	

	２．所在地（郵便物送付先）


	


	

	３．担当者
	部署
	

	部署
	

	
	氏名
	

	氏名
	

	
	役職
	

	役職
	

	４．連絡先
	e-mail
	

	e-mail
	

	
	℡
	
	℡
	


（注）インドネシア法人が複数ある場合は、窓口となる企業1社を記入してください。

２．申込内容（会員区分）
　　いずれかを　　　で囲んでください。⇒　　賛助会員　or　特別賛助会員

連絡先　
〒101-0064　東京都千代田区神田猿楽町２－７－１７　織本ビル５０２
　日本―インドネシア税務交流会事務局（事務局長：小林正彦）
　電話＆FAX　03-5577-4578 (国際税務支援サービス税理士法人)
e-mail：　info@IJTaxSociety.org　https://www.IJTaxSociety.org 

